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第４問

次のa～dの文章は、中小企業施策について述べたものである。文中の の中

に、各文章の下に掲げる語群の中から最も適切と思われるものを選び、その記号

を解答用紙の解答欄に記入しなさい。

a 小規模企業共済制度における加入資格は、常時使用する従業員数が 人

（商業・サービス業は 人）以下の個人事業主、または会社、 組合

（ただし事業に従事する組合員数が20人以下のもの）、 組合（常時使用す

る従業員数が20人以下のもの）の役員である。

b 中小企業倒産防止 制度とは、取引先の倒産により、回収が困難となっ

た 等の額と積み立てた掛金総額の 倍に相当する額とのいずれか少

ない額の範囲内（最高額3,200万円）の貸付けが受けられる制度である。

c 事業再生支援特別貸付とは、 等に基づく再建計画等の認定決定を受け

た者が貸付の対象となる。

⑧

⑦⑥

⑤

④

③②

①

ア．５　　　　イ．10 ウ．20 エ．事業協同

オ．企業　　　カ．協業

＜語　群＞

ア．未収金　　　　　イ．売掛金債権　　　　ウ．10

エ．20 オ．貸付　　　　　　　カ．共済

＜語　群＞



〔解　答〕

第４問
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①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥　　⑦　　⑧　　⑨　　⑩

ウ　　ア　　オ　　カ　　カ　　イ　　ウ　　イ　　イ　　エ

d 都道府県及び政令指定都市において、ベンチャー・中小企業等による新事業

創出の取り組みを、研究開発から事業化まで総合的・一体的に支援するため、

それら企業の諸課題に対して、 や異業種交流会等をはじめとする適切な

サポートを行う総合的な支援体制（地域 ）の整備に対して政府は支援を

行っている。

⑩

⑨

ア．破産法　　　　　イ．民事再生法　　　　ウ．民法

エ．産業活力再生特別措置法

＜語　群＞

ア．プラザ　　　　　イ．産学官連携　　　ウ．債務保証

エ．プラットホーム　オ．地域振興活性化事業

＜語　群＞

第５問

次に掲げた文章について、法律上正しいものには○印を、誤っているものに
は×印を解答用紙の解答欄に記入しなさい（全部に○印のみ、又は×印のみをつ
けた場合は、無効回答とします。）。

①　会社の都合で休日の日曜日を次の水曜日に振り替えた場合、日曜日に出勤
した割増賃金を支払うべきである。

②　当社では法定の時間外労働に対する割増賃金の算定基礎に、毎月支給する
住宅手当（世帯主２万円、準世帯主１万円）を含めていない。
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③　いわゆる管理職で、労働時間、休日及び休暇に関する適用除外に当たる従
業員であっても、午後10時以降に労働させる場合には、深夜業に関する割増
賃金を支払わなければならない。

④　即時解雇を申し渡し、解雇予告に代わる予告手当（30日以上分の平均賃金）
は、２週間後の給与支払日に支払った。

⑤　産後休暇の申請がある妊娠６カ月の女性従業員が、残念なことに流産して
しまった。出産はしていないので２週間後には出社するように命じた。

⑥　年度はじめに労使で有給休暇の計画的付与を取り決めたが、予想外に業務
が忙しくなったため、１カ月前に予告をして計画的付与を取りやめた。

⑦　従業員から直接渡しの要望があるにもかかわらず、会社が勝手に給与の振
り込みをするのは不当である。

⑧　国政選挙の投票のために、「早退したい」と申し出た従業員に対して、有給
休暇を使うよう指示した。

⑨　１年単位の変形労働時間制を使って、７日連続勤務するスケジュールで店
舗を運営している。

⑩　正社員として採用するに当たって、パートタイマーのように、雇用契約を
結び、「雇用契約書」を交わすような手続きはとらなかった。

〔解　答〕

第５問

（組合運営おわり。次号からは組合会計）

①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥　　⑦　　⑧　　⑨　　⑩

×　　×　　○　　×　　×　　×　　○　　×　　○　　○
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